
知的障害者移動支援従業者養成研修

対 18歳以上で全3回出席でき、研修修了後に区
内の事業所に登録して知的障害者移動支援に従
事する意思のある方
日 1月25日㈯、26日㈰、2月1日㈯いずれも午
前9時～午後5時40分
場 わくわく祖師谷（祖師谷3-21-1）
費 1100円（教材費）
申 1月7日（必着）までに、区HP 15369 からオ
ンライン手続きまたはハガキ（記入例3面。研修
名、生年月日、年齢、保有資格、従事希望理

由も明記）で障害施策推進課（☎5432-2388 FAX

5432-3021）へ　選考24人

土と農の交流園講座～クリスマスローズ講座
日 1月18日㈯午前10時～正午
場 東京農業大学グリーンアカデミー（桜丘3-9-31）
講 金子明人（東京農業大学グリーンアカデミー講師）
申 12月26日（消印）までに、ハガキまたはファクシ
ミリ（記入例3面）で東京農業大学グリーンアカデ
ミー（〒156-0054 桜丘3-9-31 ☎5477-2561
FAX5477-2647）へ　抽選50人 ※抽選結果は全
申込者に通知。
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養育費相談会

対 区内在住の離婚を考えている方やひとり親の
方で、養育費に関する悩みをお持ちの方
日 1月18日㈯午前9時30分～11時30分
場 代田区民センター
講 区家庭相談員
備 先着10人程度。保育可（12月25日～1月10
日に電話または 区HP 17487 からオンライン
手続きで要予約、先着3人）。
問 子ども家庭課
☎5432-2569 FAX5432-3081

（♣は区の後援事業）
◆初心者向けフラダンス講習（65歳以上の女性）
12/20㈮14～15時　 千 歳 船 橋 駅 近 辺　 千 円　
電話またはメールでエレガントフラ・神保（☎090-
9104-4517 hiroko-akua@ymobile.ne.jp）
◆第37回世田谷教員演奏会「アダージョ」
12/27㈮14時半～18時半　成城ホール（同
会☎3482-6586松井）
◆親子三世代で作る正月飾り
12/28㈯12時半～16時　昭和信用金庫本
店（北沢1-38）　1組2千円　電話またはメー
ルで新野睦会・大澤（☎090-3691-5786
Okina50@yahoo.co.jp）　先着30組60人
♣ボウリング連盟会長杯争奪ボウリング大会
1/13㈷9～12時　オークラランドボウリング
センター　1ペア4千円　1/5までに往復ハガ
キで世田谷区ボウリング連盟・野中（〒157-
0064 給田1-1-11 オウカス世田谷仙川421 
☎080-5016-3900）
◆認定音楽療法士による「健康のための音楽
療法」～音楽で楽しく心身リフレッシュ!
1/14㈫・2/11㈷いずれも10時半～12時　桜
丘区民センター（2月は予定）　1回千円　電話
またはメールで音楽療法桜丘会・友常（☎090-
8110-5610 rythmique3@gmail.com） 
◆手結びの着物着付レッスン（女性限定）
1/16㈭・29㈬・2/13㈭・19㈬・3/5㈬・13㈭・

◆風景水彩画つくしの会（土筆の会）
第1・3土曜12時半～15時半　区内外各地
入・月： 各2千円（☎3795-3823 tsukus
hi20070901@gmail.com河合）
◆すずらんの会 健康太極拳
月3回水曜13～14時半　主に若林区民集会所　
入：千円　月：2500円（☎6325-1143北川）
◆駒沢ジャズ（ジャズスタンタードをうたう、初
心者から）
月2回12時半～14時半または15～17時　主
に桜新町区民集会所　1回2200円（☎080-
3309-9796 groovysmusic@gmail.com
湯浅）
◆ロケ・ポーアルア（フラダンス（中高年者））
毎週火曜12時半～14時半　主に粕谷区民セ
ンター　月：2千円（☎080-5640-4802小林）
◆ラリーズ（卓球クラブ）
月4～5回月曜または木曜9時半～12時　主
に太子堂区民センター　入：千円　月：2千円

（☎080-3179-6580梅沢）
◆サークル木曜会（社交ダンス）
毎週木曜17時半～19時半　主に上馬地区会
館　月：5千円　1回1500円（☎3424-2831
みかはら）
◆いきいき世田谷GG会（グラウンドゴルフ）
毎週火・木曜9時半～12時　主にこどものひろ
ば公園　年：3千円（☎090-6562-6568山下）
◆マーガレットイングリッシュクラブ（英会話、中・上級）
毎週月曜13時半～14時半　主に三軒茶屋

25㈫いずれも11～13時　リサイクル千歳台　1
回500円　電話またはメールでさがみ・朝倉（☎
080-9816-3595 sagamikitsuke@gmail.
com）　先着各日10人
♣世田谷シニアオープンソフトテニス大会
2/23、3/16・23いずれも日曜9～17時　総
合運動場テニスコート　1ペア4千円　1/15
～2/15に申込書を郵送で世田谷区ソフトテニ
ス連盟・谷岡（〒154-0023 若林5-40-1-D-
102 ☎090-8046-9524（山根））

◆「虹」童謡・唱歌を歌う会（シニアコーラス）
毎週金曜10～12時　主に烏山区民センター　
月：4千円（☎3304-6443 keitanioka@
icloud.com谷岡）
◆True Beauty & Health（ラテン、サルサ、
ボクササイズ、ヒップホップ、レゲトン等と筋
トレを入れたダンス）
毎週土曜10～11時　主に下馬南地区会館　
1回2500円（☎090-4676-2180菜

な

花
はな

）
◆喜多見中トリムクラブ（健康体操）
毎週水曜14時半～16時半　主に喜多見中
学校　入・月：各千円（☎090-4436-1451
伊藤）
◆ハウオリ・ウクレレ・メイツ（ウクレレ）
月3回火曜14～16時　主に祖師谷区民集会
所　月：5千円（☎090-4433-3720伊藤）

催し物催し物 区民集会所　入： 千円　1回千円（☎090-
5425-1927山野）
◆コーロ・ドルチェ（女声コーラス）
毎 週 火 曜15～17時　 主 に 守 山 地 区 会 館　
月：3千円（☎5300-0096宮本）
◆自

じ

彊
きょう

術
じゅつ

体操（独自の呼吸法・心身の健康の
ための全身運動）
毎週火曜10～11時半　主に代田区民セン
ター　年：3千円　月：2千円（☎090-8178-
9848鈴木）
◆太極拳圓豊会（台湾13式太極拳、13式推

すい

手
しゅ

、
練功18、24式、32式剣）
毎週金曜10～12時または12時半～14時半　
主に新町地区会館　1回千円（☎070-3895-
0301楠）
◆緑中健康体操クラブ
毎週水曜13～14時半　主に桜上水南地区会
館　入：千円　月：1500円（☎3324-7042）
◆なぎさ山友会（登山・里山ハイキング）
①毎週土曜または日曜＝山行②奇数月の第1
金曜18時半～20時半＝例会　場所要問合せ　
入：千円　6か月：2400円または年：4800円

（☎3421-7156田中）
◆ラ・ストラーダ女声合唱団（古典・合唱組
曲等）
月2回 水 曜14～15時 半　 三 軒 茶 屋 駅 近 辺　
入：1500円　 月：3500円（ ☎090-1401-
4555木内）

会員募集会員募集
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問合せフォーム☎03-5432-3333
FAX03-5432-3100せたがやコール 区HP 8436区役所

区の事業ではありません。
参加申込や問合せ等は
各団体の連絡先へ。

ひろばひろば
区内在住者を主な構成員とする団体で、区内で活動しているもの（営利目的、宗
教・政治活動に関係するものは掲載不可。 同一団体・同一人からの申込みによる
掲載は6か月に1度（区の後援事業を除く・要問合せ）。掲載料は無料。掲載した内
容は区のホームページにも掲載）。期日の定めがある催し物・同窓会等の申込み
は掲載希望号の発行日の1か月前（土・日曜、祝・休日の場合は翌開庁日）必着。

※掲載の申込方法等詳しくは、　　　　　　　　をご覧いただくか、お問い合わ
せください。※区公共施設利用案内システム「けやきネット」で予約する施設を会
場とする催し物等は、申込内容を、当該利用施設を管理する所管課に提供し、施
設の利用に関して確認をする場合があります。
問 広報広聴課 ☎5432-2009 FAX 5432-3001

区HP 6261

区民の
掲載対象

▶本紙の1月15日の発行はありません。

場・問 次大夫堀公園民家園 ☎・FAX3417-8492
　　　岡本公園民家園 ☎・FAX3709-6959

備寄附の方法等詳しくは、前記 区HP をご覧ください。
問ふるさと納税対策担当課 ☎5432-2190 FAX5432-3047

Pick Up

●みんなでつくろう‼ あそもりプロジェクト
　～砧あそびの杜プレーパーク（12月31日まで）
　 大蔵運動公園内に新しくオープンするプレーパークへウッドデッキを
　 設置し、子どもたちがのびのび遊べる環境づくりのために活用します。

●せたがや 動物とともにいきるまちプロジェクト
　 「地域ねこ活動」や、動物の適正な飼育に関する普及啓発のための
　 活動等に活用します。

●等々力渓谷プロジェクト～みんなで育む緑と水
　等々力渓谷の樹林地を保全・再生したい!!
　 等々力渓谷公園内の危険木の伐採や利用環境の改善等に活用します。

●医療的ケア児ときょうだいの笑顔をもっと増やしたい
　 医療的ケア児とその家族が楽しく、安全に暮らしていくための支援に
　 活用します。

　ふるさと納税は、ふるさとやゆかりのある自治体を寄附で応援する仕組みです。
　区では、子どもや福祉、みどり保全等様々な分野の取組みにふるさと納税（寄附）を募っています。取組みを選んで寄附することは、皆さん
の税金の使い道の一部を皆さん自身が決めることにつながります。
　取組みの内容等詳しくは、 区HP 6248 をご覧ください。
※区民の方が区にふるさと納税した場合も、税金の控除対象となります。※制度上、区民の方に返礼品をお贈りすることはできません。ご了承ください。

区では、現在、GCF®（ガバメントクラウドファンディング）にて4つの使い道に寄附を募っています。皆さんからの寄附をお待ちしており
ます。詳しくは、各二次元コードからふるさとチョイスのページをご覧ください。

世田谷区に　　 、ふるさと納税世田谷区に　　 、ふるさと納税

世田谷区民の方も、世田谷区にふるさと納税をすることができます世田谷区民の方も、世田谷区にふるさと納税をすることができます

も

12月31日までの寄附であることを区が確認したものが
6年中の寄附となり、6年分の所得税や7年度の住民税の控
除対象となります。金融機関の営業日等をご確認いただき、
お早めにお申し込みください。

年末の年末の
ふるさと納税ふるさと納税
（寄附）は（寄附）は
お早めにお早めに


